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■
県
税
・
市
税
の
軽
減
措
置
等

　

東
日
本
大
震
災
で
被
害
を
受
け

た
方
は
、
地
方
税
の
軽
減
措
置
等

を
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
手
続
き
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。

︽
問
合
せ
︾

・
県
税（
不
動
産
取
得
税
）…
豊
岡

県
税
事
務
所
☎
26
－
3
6
3
0

・
市
税（
個
人
住
民
税
）…
税
務
課

市
民
税
係
☎
21
－
9
0
4
5

■
所
得
税
等
の
軽
減
・
免
除
等

　

税
制
改
正
に
よ
り
、
東
日
本
大

震
災
で
被
害
を
受
け
た
方
や
復
興

推
進
に
向
け
た
取
組
み
を
対
象
に
、

税
の
申
告
等
に
関
す
る
お
知
ら
せ

所
得
税
な
ど
の
軽
減
や
免
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
確
定
申

告
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
で
す
の

で
、
詳
細
は
、
豊
岡
税
務
署
に
問

い
合
わ
せ
、
ま
た
は
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
東
日
本
大
震
災
義
援
金
等

に
係
る
税
の
控
除

　

東
日
本
大
震
災
に
係
る
義
援
金

等
を
地
方
公
共
団
体
、
日
本
赤
十

字
社
、
ま
た
は
中
央
共
同
募
金
会

な
ど
に
寄
付
し
た
場
合（
2
千
円

以
上
）に
は
、
所
得
税
、
個
人
住

民
税
の
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
受
領
証
な
ど
必
要
書
類

を
添
付
の
上
、
確
定
申
告
ま
た
は

市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　

確
定
申
告
は
、
自
宅
で
申
告
書

が
作
成
で
き
る
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
く
だ
さ
い
。

︽
問
合
せ
︾

・
所
得
税
…
豊
岡
税
務
署

　

☎
22
－
2
1
0
1

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w
w
.nta.go.jp

・
個
人
住
民
税
…
税
務
課
市
民
税

係
☎
21
－
9
0
4
5

税制上の措置 概　要

県
税
不動産取得税
の軽減措置

・耕作等が困難となった農
用地に代わる農用地を取
得した場合
・警戒区域内にあった農用
地に代わる農用地を取得
した場合

市
税
個人住民税の
軽減措置

・住宅・家財・自家用車など
に損害を受けた場合（雑損
控除の適用を受ける）

公的年金受給者の確定申告書の提出が不要となる場合があります
　平成23年分の確定申告から、公的年金等に係る雑所得を有する方で、以下の要件に該当する方は、
所得税の確定申告書の提出が不要になりました。

　e
イータックス

-Taxで申告等の手続きを行うには、一部の手続
きを除いて電子証明書が必要です。
　公的個人認証サービスの電子証明書に次の事由
が生じた場合は、電子証明書が失効します。引き
続き利用する場合は、再度申請する必要があります。
・電子証明書の有効期間（３年間）が満了した場合

公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限等を確認ください

・氏名、住所を変更した場合
・電子証明書の失効申請をした場合
　電子証明書の有効期限などは、公的個人認証サー
ビスのホームページで確認ください。
　http://www.jpki.go.jp/faq/digital_id/27.html
《問合せ》市民課市民係☎21︲9015

公的年金等の収入金額（２カ所以上ある場合は、その合計額）が400万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
かつ

に該当する場合

（注）上記の要件に該当する場合であっても、
　・医療費控除や寄附金控除など各種所得控除の追加により、所得税の還付を受けるための申告が
できます。

　・住民税の申告が必要な場合があります。詳細は、問い合わせください。
■申告要否フローチャート

公的年金等の収入金額（２カ所以上ある場合は、その合計額）が400万円以下である

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

源泉徴収税額や予定納税額の税額がある

税務署に所得税の確定申告書を提出ください

いいえ

はい

はい

はい いいえ

納付する所得税額がある場
合でも、確定申告書の提出
は不要です

所得税の還付を受けるためや株式等の
損失を翌年に繰り越すための申告書な
どは税務署に提出することができます

いいえ

所得税の確定申告書の提出は不要です
（市に住民税の申告について相談ください）
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・
申
請
書
の
提
出
は
申
請

者
本
人
、
法
定
代
理
人
、

ま
た
は
任
意
代
理
人
が

行
え
ま
す
。
指
定
の
様

式
の
委
任
状
と
顔
写

真（
顔
写
真
付
き
住
基

カ
ー
ド
を
希
望
の
方
の

み
）を
持
参
く
だ
さ
い
。

・
照
会
書
は
、
申
請
書
が

提
出
さ
れ
て
か
ら
、
で

き
る
限
り
1
週
間
以
内

に
送
付
し
ま
す
が
、
申

請
者
が
多
い
場
合
は
送

付
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
了
承
く
だ
さ

い
。

・
住
基
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
は
、
申
請
者
が
病
気

な
ど
の
特
別
な
事
情
の

あ
る
場
合
以
外
は
、
任

意
代
理
人
が
行
う
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　

住
基
カ
ー
ド
は
、
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
登
録
さ
れ（
住
民
票
が

あ
り
）、
希
望
す
る
方
な
ら
ど
な

た
で
も
取
得
で
き
ま
す
。「
顔
写
真

付
き
住
基
カ
ー
ド
」は
、
運
転
免

許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
と
同
様
に
身

分
証
明
書
と
し
て
使
え
ま
す
。
例

え
ば
、
運
転
免
許
証
を
返
納
し
た

方
、
持
た
な
い
方
な
ど
が
、
身
分

を
証
明
す
る
場
合
に
最
適
で
す
。

　

住
基
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
、

発
行
日
か
ら
10
年
間
で
す
の
で
、

一
度
取
得
す
る
と
、
長
期
間
利
用

で
き
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
住
基

カ
ー
ド
を
取
得

く
だ
さ
い
。

▽
申
請
方
法　

住
基
カ
ー
ド
は
即

日
交
付
で
き
ま
せ
ん
。
申
請
の

た
め
に
市
役
所
に
来
て
い
た
だ

き
、
市
役
所
か
ら
後
日
送
付
す

る
照
会
書（
回
答
書
）を
持
参
の

上
、
住
基
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

に
再
度
来
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
申
請
で
き
る
方　

市
の
住
民
基

本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

〔
申
請
者
本
人
、
法
定
代
理
人

（
注
1
）、
ま
た
は
任
意
代
理
人

（
注
2
）〕

※
注
1
…
法
定
代
理
人
と
は
法
律

の
規
定
で
定
め
ら
れ
た
代
理
人

（
例:

未
成
年
者
の
親
権
者
）

※
注
2
…
任
意
代
理
人
と
は
申
請

者
か
ら
委
任
を
受
け
た
代
理
人

▽
申
請
時
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
6
カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
パ

ス
ポ
ー
ト
規
格
の
写
真（
顔
写

真
付
き
住
基

カ
ー
ド
を
希

望
の
方
）

※
窓
口
で
無
料

撮
影
も
し
ま
す
。

・
指
定
の
様
式
の
委
任
状（
任
意

代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
）

▽
受
け
取
り
で
き
る
方　

申
請
者

本
人
ま
た
は
法
定
代
理
人

▽
受
け
取
り
時
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
照
会
書（
回
答
書
）

・
本
人
確
認
資
料（
運
転
免
許
証
、

保
険
証
、
年
金
手
帳
な
ど
、
公

的
機
関
が
発
行
し
た
も
の
）

・
手
数
料（
5
0
0
円
）

　

金
融
機
関
で
口
座
を
開
設
す
る
と
き
や
10
万
円
を
超
え
る
現
金
振

り
込
み
を
す
る
と
き
、市
役
所
の
窓
口
で
住
民
票
や
印
鑑
登
録
証
明

書
な
ど
の
各
種
証
明
書
を
請
求
す
る
と
き
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
と
こ

ろ
で
本
人
確
認
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）

を
持
っ
て
い
る
と
、身
分
証
明
書
に
な
り
、大
変
便
利
で
す
。

《
問
合
せ
》市
民
課
市
民
係
☎
21
－
9
0
1
5
ま
た
は
各
総
合
支
所
市

民
福
祉
課

身
分
証
明
書
と
し
て

「
住
基
カ
ー
ド
」を
取
得
し
ま
せ
ん
か
？

▲住基カード

《交付の手順》
○申請者が行うこと
　来庁２回目
　（原則、任意代理人は不可）

○市が行うこと
　来庁から１週間ほど

○申請者が行うこと
　来庁１回目
　（委任状があれば代理人可）

①
申
請
書
提
出

②
顔
写
真
撮
影

  

（
希
望
者
の
み
）

③
住
基
カ
ー
ド
発
行

  

（
申
請
内
容
登
録
）

④
照
会
書
の
送
付

⑤
回
答
書
提
出

⑥
住
基
カ
ー
ド
受
け
取
り

①
②

※
暗
証
番
号
の
入
力
の
た
め
、
4

桁
の
数
字
が
必
要
で
す
。

▽
申
請
窓
口　

市
民
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
福
祉
課

▽
受
付
時
間　

午
前
8
時
30
分
〜

午
後
5
時
15
分（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）


